
愛 媛 県 報

１３７７

規 則

�愛媛県規則第８１号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（知事の事務委任）

第３条 省略

２ 知事は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第９条第９

号に規定する料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しく

は加入金の徴収に係る次に掲げる

（知事の事務委任）

第３条 省略

２ 知事は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第９条第９

号に規定する料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しく

は加入金の徴収に係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

毎週（火・金）曜日発行 第２７１号 令和３年１２月２８日

令和３年１２月２８日火曜日 第２７１号



愛 媛 県 報令和３年１２月２８日 第２７１号

１３７８

事務を愛媛県公営

企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）第４条

第１項に規定する管理者に委任する。

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２３１条の２の３第１項の規定による同項の指定納付受託者（以

下「指定納付受託者」という。）の指定に関すること。

� 法第２３１条の２の３第３項の規定による指定納付受託者の名

称、住所及び事務所の所在地の変更の届出の受理に関するこ

と。

� 法第２３１条の２の５第２項の規定による歳入等の納付の委託

を受けた旨等の報告の受理に関すること。

� 法第２３１条の２の６第２項の規定による指定納付受託者に対

する報告の徴収に関すること。

� 法第２３１条の２の６第３項の規定による指定納付受託者に対

する立入検査等に関すること。

� 法第２３１条の２の７第１項の規定による指定納付受託者の指

定の取消しに関すること。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１２

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１３号から第２０号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 企画振興部政策企画局総合政策課政策企画グループ担当係長

（総合政策課長が指定した者に限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

� 出納局の会計課長に委任させる事務は、本庁各課並びに中予

地方局及びその所管区域内にある地方機関に属する会計事務の

うち、次に掲げるもの（第１２号に掲げる会計事務を除く。）と

する。

ア・イ 省略

�～� 省略

「法」という。）第２３１条の２第６項の指定代理納付者（以下

「指定代理納付者」という。）の指定に関する事務を愛媛県公営

企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）第４条

第１項に規定する管理者に委任する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

� 出納局の会計課長に委任させる事務は、本庁各課並びに中予

地方局及びその所管区域内にある地方機関に属する会計事務の

うち、次に掲げるもの（第１１号に掲げる会計事務を除く。）と

する。

ア・イ 省略

�～� 省略



愛 媛 県 報令和３年１２月２８日 第２７１号

１３７９

告 示

附 則

この規則は、令和４年１月４日から施行する。

�愛媛県告示第１４５６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 総務部行財政改革局税務課直税係長に委任させる事務は、本

庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が指定納

付受託者に納付させる地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する徴収金の収納及び保管に関すること。

� 省略

� 企画振興部政策企画局総合政策課政策企画グループ担当係長

（総合政策課長が指定した者に限る。）に委任させる事務は、

本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、総合政策課が

受け入れる企業版ふるさと寄附金の収納及び保管に関するこ

と。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１５号及び第１７号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

２ 省略

様式第１１号（第２４条、第１１７条の２、第１９８条、第２２５条関係） 払

込書

様式第１１号（その１）・様式第１１号（その２） 省略

様式第１１号（その３）

� 総務部行財政改革局税務課直税係長に委任させる事務は、本

庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が指定代

理納付者に納付させる地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する徴収金の収納及び保管に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１４号及び第１６号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

様式第１１号（第２４条、第１１７条の２、第１９８条、第２２５条関係） 払

込書

様式第１１号（その１）・様式第１１号（その２） 省略

様式第１１号（その３）

領収済通知書

（指定納付受託）

受 付 票

（指定納付受託）

払込書兼領収書

（指定納付受託）

領収済通知書

（指定代理納付）

受 付 票

（指定代理納付）

払込書兼領収書

（指定代理納付）

省略 省略 省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

注 省略 注 省略

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文、適性検査、口
述試験及び身体検査
令和４年１月１６日（日）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域



愛 媛 県 報令和３年１２月２８日 第２７１号

１３８０

�������
�愛媛県告示第１４５７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市磯浦町乙３１番１５の一部、乙１５２番３の一部、乙１９３番１

の一部及び乙７０８番２の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４５８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市菊間町浜１５８２番２の一部及び１５８２番３の一部（次の図の

とおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４５９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市伯方町木浦字長谷口甲４１７９番の一部、甲４１８１番、甲４１８２

番、甲４１８３番、甲４１８４番の一部、甲４１８５番、甲４１８７番の一部、甲

４１９０番、甲４１９１番、甲４１９２番の一部、甲４１９３番、甲４１９４番、甲４１

９５番、甲４１９６番、甲４１９７番、甲４１９８番、甲４１９９番の一部、甲４２００

番の一部、甲４２０１番１の一部、甲４２０２番、甲４２０３番、甲４２０４番、

甲４２０６番１、甲４２０６番２の一部、甲４２０７番１、甲４２０８番１、甲４２

０９番１、甲４２１０番１、甲４２１１番１、甲４２１２番の一部、甲４２１３番、

甲４２１４番、甲４２１６番の一部、甲４２１７番の一部、甲４２１８番の一部、

甲４２１９番１の一部、甲４２２０番１の一部、甲４２２５番１、甲４２２６番２

の一部、甲４２２７番の一部、甲４２２９番１の一部、甲４２３１番の一部、

甲４２３２番２の一部、甲４２３３番の一部、字先寺田乙１２８５番及び乙１２

８６番（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４６０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市上浦町瀬戸６５６１番１の一部、６５６２番１の一部、６５６２番２

の一部、６５６２番３の一部、６５６３番、６５６５番１の一部、６５６５番２の

一部及び６５７６番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４６１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市吉海町田浦１２３４番２の一部、１２４２番１の一部及び１２４２番

２の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４６２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市吉海町泊１４番の一部、１４番２の一部、１５番１の一部、１６

番１及び１８番２の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和４年１月１２日（水）０時
から令和４年１月１４日（金）
１５時の間で任意の時間
※口述試験及び身体検査につい
ては令和４年１月１６日（日）

任意の場所
※口述試験及び身体検査については松
山市南梅本町乙１１５番地

任意の場所
※口述試験及び身体検査については陸
上自衛隊松山駐屯地

県内全域
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（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４６３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

伊予郡松前町大字筒井字砂流場１７９５番１の一部（次の図のとお

り）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県中予保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４６４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西予市宇和町野田９０６番１、９０７番１、９０８番、９０９番１、９１０番、

９１１番、９１２番、９１４番、９１５番、９１６番、９１７番、９１８番、９１９番、９２

０番、９２１番、９２２番、９２３番、９２４番、９２５番、９２６番、９２７番、９２８

番、９２９番、９３０番、９３１番、９３２番１及び９３３番１

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１４６５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６２条第１項の規定に基づき海

区漁場計画を作成したので、同法第６４条第６項の規定に基づき、次

のとおり告示する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 海区漁場計画の内容

� 漁業権に関する事項

ア 免許番号 宇区第１９１号

イ 漁場の位置 宇和島市三浦大内地先

ウ 漁場の区域

Ａア、アイ、及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸

線から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 宇和島市三浦竹ヶ鼻東端の標識

Ｂ 宇和島市三浦竹ヶ鼻西端の標識

点 ア Ａから３３３度２００メートルの点

イ Ｂから宇和島市三浦山崎神社見通し２００メート

ルの点

エ 漁業の種類 第１種区画漁業（真珠養殖業）

オ 漁業時期 １月１日から１２月３１日まで

カ 存続期間 令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで

キ 個別漁業権又は団体漁業権の別 団体漁業権

ク 関係地区 宇和島市三浦

ケ 条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に

従わなければならない。

２ 愛媛海区漁業調整委員会の意見の概要等

� 愛媛海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の

結果

意見なし

� 漁場図

愛媛県農林水産部水産局水産課、東予地方局農林水産振興部

水産課、中予地方局農林水産振興部水産課、南予地方局農林水

産振興部水産課、東予地方局農林水産振興部今治支局水産課、

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課及び南予地方局農

林水産振興部愛南水産課に備え置いて縦覧に供する。

３ 漁業の免許予定日等

� 漁業の免許予定日 令和４年４月１日

� 漁業の免許の申請期間

令和３年１２月２８日から令和４年２月２８日まで

�������
�愛媛県告示第１４６６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まいわし太平洋系群に関する令和４管理年度（令和４年１月１日か

ら１２月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４６７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まあじに関する令和４管理年度（令和４年１月１日から１２月３１日ま

での期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次のように定め

た。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４６８号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まいわし漁業 現 行 水 準

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まあじ漁業 現 行 水 準
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の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町神崎３１４番地１

和 田 稔 治

西宇和郡伊方町足成５８８番地２

高 月 和 也

西宇和郡伊方町大江１５４番地１

佐々木 隆 宏
瀬 戸 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和３年１２月２８日から令和４年１月１１日まで

� 縦覧場所

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課

�愛媛県告示第１４６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上分三島線

四国中央市三島中央五丁目青木１５１４番２地先から

同五丁目木瓜１６２８番１地先まで
旧 ５．５～２２．８ ０．４７４

四国中央市三島中央五丁目青木１５１４番２から

同五丁目木瓜１６２８番１まで
新 １３．０～２７．１ ０．４７４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 北条玉川線

今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０番１地先から

同町葛谷字ナガソ谷甲２８４番２地先まで
旧 ３．７～９．８ ０．４０３

今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０番２６から

同町葛谷字ナガソ谷甲２８４番２地先まで
新 ４．０～５６．３ ０．４０３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 北条玉川線
今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０番２６から

同町龍岡下字原田乙１１９番６まで
令和３年１２月２８日
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�愛媛県告示第１４７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町泊３９０番１地先から

同町泊３９３番２地先まで
令和３年１２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宮崎波方線

今治市波方町小部字北谷乙１４２番１地先から

同町小部字北谷乙１４０番７地先まで
旧 １８．１～２８．２ ０．０４７

今治市波方町小部字北谷乙１４２番１地先から

同町小部字北谷乙１４０番７地先まで
新 １８．１～２８．２ ０．０４７

〃 〃

今治市波方町小部字北谷乙１４０番７地先から

同町小部字北谷乙１４０番７地先まで
旧 １９．０～２６．０ ０．０１１

今治市波方町小部字北谷乙１４０番３２から

同町小部字北谷乙１４０番３２まで
新 ２１．６～２６．８ ０．０１１

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番４地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１２９番５地先まで
旧 ５．０～６．２ ０．０４７

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番６から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番６まで
新 ５．０～９．８ ０．０４７

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番３地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番４地先まで
旧 ４．９～７．９ ０．０３０

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番７から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番４地先まで
新 ５．１～１０．０ ０．０３０

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番３地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番５まで
旧 ５．４～６．５ ０．０２１

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番３地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番６まで
新 ５．０～８．３ ０．０２１

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２６地先まで
旧 ５．５～５．８ ０．０１６

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２６地先まで
新 ５．５～９．３ ０．０１６

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番１７地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先まで
旧 ４．８～５．４ ０．０１６

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番３４から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先まで
新 ４．８～８．０ ０．０１６

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番１地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番７地先まで
旧 ５．０～５．６ ０．０３６

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番１地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番７地先まで
新 ５．０～９．６ ０．０３６
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�愛媛県告示第１４７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

城川町魚成土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和３年１２月２８日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

退 任

�������
�愛媛県告示第１４７６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和３年１２月２８日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和３年１２月２０日

３ 指定道路の位置

八幡浜市保内町川之石１番耕地３０番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４２．９８メートル

� 幅員 ４．８０メートル

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７７号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収納の事務を次のとおり委託した。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宮崎波方線
今治市波方町小部字北谷乙１４２番１地先から

同町小部字北谷乙１４０番７地先まで
令和３年１２月２８日

〃 〃
今治市波方町小部字北谷乙１４０番３２から

同町小部字北谷乙１４０番３２まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番６から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番６まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番７から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１３７番４地先まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番３地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４１番６まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２６地先まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番３４から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１４８番２８地先まで
〃

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番１地先から

同町宮崎字七五三ヶ浦乙１５０番７地先まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 織 田 道 信 西予市城川町魚成３２０９番地

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

株式会社松山堂書店 松山市柳井町一丁目９番地２ 愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条
例第２６号）第２条第２項に規定する観覧料
（特別展「ＨＥＬＬＯ！ えひめの企業アー
トコレクション ひろがる美のかたち」の前
売りの観覧券の交付によるものに限る。）の
収納の事務

令和４年１月４日から

同年２月２８日まで
愛媛県美術館友の会 松山市堀之内

伊予鉄総合企画株式会社 松山市三番町四丁目９番地５
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

券売機の購入

� 購入物品名及び数量

券売機 一式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和４年３月２９日（火）

� 納入場所

仕様書のとおり

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

令和４年２月７日（月）午前９時から同月８日（火）午前９

時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和４年２月８日（火）午前１０時００分

愛媛県庁 第二別館５階 入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和４年２月１日（火）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条か

ら第１５４条までの規定による。

�愛媛県告示第１４７８号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

テレビ会議システムの借入れ
愛媛県警察本部警
務部警務課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和３年１１月２２日
ＮＴＴ・ＴＣリース株
式会社四国支店
松山市二番町三丁目６
番地

６５３，１８０円
（月額） 一般競争入札 令和３年９月１４日
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公営企業管理規程

公営企業公告

イ 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

ウ 詳細は、入札説明書による。

５ summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Ticket

vending machine，１ set．

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，８ February２０２２

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年１２月２８日

愛媛県立中央病院長 菅 政 治

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処理業務委託（処分）：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

�愛媛県公営企業管理規程第１０号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和３年１２月２８日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第３６号の３を削る。

附 則

この管理規程は、令和４年１月４日から施行する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章・第２章 省略

第３章 収入

第１節・第２節 省略

第３節 収納及び払込み（第２４条―第３０条 ）

第４節 省略

第４章～第１５章 省略

附則

（不納欠損）

第３３条 所属長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４０条第

１項に規定する債権が次の各号のいずれかに該当するときは、不

納欠損決議書（様式第３８号）及び不納欠損調書（様式第３８号の

２）により不納欠損の手続をしなければならない。

�～� 省略

２ 省略

目次

第１章・第２章 省略

第３章 収入

第１節・第２節 省略

第３節 収納及び払込み（第２４条―第３０条の２）

第４節 省略

第４章～第１５章 省略

附則

（指定代理納付者による納付）

第３０条の２ 企業出納員又は現金取扱員は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に基づき、同項に規定す

る指定代理納付者に納入義務者の収入を納付させることを承認し

たときは、納入通知書の領収書に承認印（様式第３６号の３）を押

して、これを納入義務者に交付しなければならない。

（不納欠損）

第３３条 所属長は、地方自治法 第２４０条第

１項に規定する債権が次の各号のいずれかに該当するときは、不

納欠損決議書（様式第３８号）及び不納欠損調書（様式第３８号の

２）により不納欠損の手続をしなければならない。

�～� 省略

２ 省略
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令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 電子マニフェスト（ＪＷＮＥＴ）を導入していること。（導

入予定含む）

� 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ６５２３

� 入札書の受領期限

令和４年２月２４日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付期間

令和３年１２月２８日（火）から令和４年１月３１日（月）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

午前８時３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和４年２月２４日（木）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、令和４年１月３１

日（月）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２４ February２０２２

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext６５２３

令和３年１２月２８日 発行


